
⦿ 知らない人からのメールを安易に開かない！連絡を取ったり個人情報は

入力しない！
⦿ メールに記載されたＵＲＬをクリックしたり、電話番号に連絡しない！
⦿ 不特定多数の人が利用できる暗号化されていない無線ＬＡＮスポットで

は通信内容を簡単に傍受されるので、大切なログイン情報やパスワード

等は入力しないようにしましょう。
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ちょっとまって！

一度個人情報が流出してし
まうと、その情報は悪用さ
れることが考えられます。

急に大量の迷惑メール、
架空請求などが届くことも
あります。

こんな

架空請求 メール に注意！

【事例１】
数日まえからスマホに出会い系サイトや架

空請求などの迷惑メールが１，０００件くら

い届くようになった。サイト等に登録した覚

えはない。

（10代 男性）
【事例２】

見知らぬ事務所名でサイト料が未納になっ

ているとのメールが届き連絡を取ったところ、

弁護士を名乗る人物に４０万円を請求され指

定の封筒で送金した。さらに電話で６００万

円を請求された。支払うべきか。

（３０代 女性）

ここに

注 意！
（情報提供：北海道立消費生活センター）

突然のご連絡失礼いたしま

す。この度、総合情報サイ

ト運営管理会社より依頼が

あり、ご連絡させていただ

きました。

お客様の携帯端末より無料

期間の退会処理がなされて

いない為、料金の加算がさ

れております。

このままですと、民事裁判

となり状況が悪化する恐れ

があります。



《全国統一テーマ》 デジタルで快適、消費生活術

～デジタル社会の進展と消費者のくらし～

🌸社会のデジタル化が進むことによって、多様なコミュニケーションやサービスの利用が可能

となったことに伴い、SNSなどによる情報収集・発信やオンライン消費の普及等、私たちの生

活は非常に便利になり、楽しみ方の幅は拡大しています。一方で、デジタル化に伴う新たな消費

者トラブルも発生しており、デジタルサービスの仕組みやそのリスクの理解、様々な情報の正確

さを見極める力や、適切に活用するための情報モラル等を身に付けることが必要です。

消費者が、行政や事業者等から得た情報を使って、自分の生活に必要

なデジタル技術のノウハウを蓄え、活用していくことで、トラブルを

避けながら、デジタル社会の恩恵を享受し、より豊かな消費生活を安

全・安心に営むことができます。

そこで、それぞれの消費者が消費生活のデジタル化を快適に進めて

いくきっかけとなるよう、統一テーマを掲げます。

・★・消費者月間パネル展を開催します・★・

◇５月 １日～５月１５日：【図書館・エントランス】

◇５月１６日～５月３１日：【キタカラ・アトリウム】

相 談 事 例 （稚内市消費者センター）

【 相談事例 】

スマホでインターネット中に見かけた広告で、お

試し価格2,000円の洗顔フォームを注文した。

定期購入で縛りはなく２回目から２本6,000円

程になり、次回発送予定日7日前までに連絡する

と解約できると認識。初回の商品が届き、すぐに

2回目が届いたが洗顔フォームが６本入っていた。

納品書には１１,８８０円と記載され1年間で４回

届く定期購入になっていた。

解約したいが出来なかった。

☆★☆ 無料法律相談の活用を！ ☆★☆
稚内市では「無料法律相談」を毎月１回（原則、第2日曜日）実施しています。

向こう３ヶ月の【実施日】：５月１４日・６月１１日・７月 ９日

◎相談時間は、午前１１時から午後３時までです。（相談時間は１人２５分）

◎相談を希望される方は、事前に申し込みが必要です。下記へご連絡願います。

◆稚内市生活福祉部生活衛生課市民生活グループ 電話（直通）２３－６４１３

【 対 処 】

通信販売は特定商法において広告に表示する

事項が定められていて、解約・返品については

広告や申し込み画面の内容に原則従うことにな

る。また、その内容に納得して購入したと判断さ

れることを説明。センターで何度か事業者へ確

認したが定期4回までは解約できないとのこと

だった。相談者は「説明をよく読まず購入したの

で直接電話で交渉してみる」との返答、交渉し問

題があったら再度相談くださいと伝えた。

◆ 気軽なネット購入は注文画面をよく確認しましょう‼

５月は消費者月間 ～デジタルで一歩先へ～


